
船橋市避難所運営アクションシート 開設編

アクションシートを使った避難所開設
避難者受入についての流れ

Ｖｅｒ．中央公民館



①避難所開設準備
① 船橋市避難所運営アクションシートの手順

ACT001ACT001

ACT001-1 施設の次の事項を確認して、避難所として使用できるか確認しましょう

ACT002-1 防災倉庫に行き、開錠しましょう

ACT002-2 防災倉庫からストレージボックスを運び出しましょう

ACT002資料① ストレージボックスの中身

ACT003-1 避難所の安全を確認しましょう

ACT003-2 避難所の各施設の入口の開錠をしましょう

ACT004-1 リーダーを決めて避難所の開設を目指しましょう

ACT005-1 総務班は避難者待機場所の整理をしましょう

ACT006-1 リーダーは施設管理班と避難所のレイアウトを感染症拡大防止のため

の居住スペースの分離（ゾーニング）を意識して決めましょう

ACT006-2 入場管理場所から各受付、各居住区までの一般者と体調不良者等の

動線を決めましょう

ACT006資料① 一般者の動線

ACT006-3             リーダーは施設管理班と避難所のトイレの使用上のルールを考えま

しょう



ACT007-1 施設管理班は、避難所の居住区画の準備に必要な物資を防災倉庫か

ら運び出しましょう

ACT007資料① 備蓄品（防災倉庫）

ACT007資料② 感染症対策のための備蓄品（防災倉庫）

ACT008-1 総務班入場管理者は避難者を一般者と体調不良者等に振りわける入

場管理場所の準備をしましょう

ACT008-2 総務班は一般者受付の準備をしましょう

ACT008-3 総務班は体調不良者等受付の準備をしましょう

ACT008-4 総務班は各受付に受付用紙の準備をしましょう

ACT009-1 施設管理班は感染症対策を踏まえた区割りをするため、一般者用居住

区の通路の位置を決め居住区と通路の区割りをしましょう

ACT009-2 施設管理班は感染症対策を踏まえた区割りをするため、体調不良者等

用居住区の通路の位置を決め居住区と通路の区割りをしましょう

ACT009-3 施設管理班は一般者が靴を脱ぐ場所の準備をしましょう

ACT010-1 要配慮者班は要配慮者受付と要配慮者控え場所の準備をしましょう

ACT010-2 要配慮者班は要配慮者を避難所内に誘導します

ACT011-1 保健・衛生班はペット同行避難者の受付等の準備をしましょう



ACT012-1 リーダーは避難所開設を宣言し、避難者の受入れを開始しましょう

ACT013-1 総務班の入場管理者は避難者を一般者と体調不良者等に振りわけをし

ましょう

ACT013-2 総務班の入場管理者は一般者、体調不良者等の入場管理をしましょう

ACT013資料① 一般者動線

ACT014-1総務 総務班受付担当者は一般者の受付を始めましょう

ACT014-2 総務班受付担当者は体調不良者等の受付を始めましょう

ACT015-1 総務班誘導者は一般者を居住区画へ誘導してください

ACT015-2         総務班誘導者は体調不良者等を居住区画へ誘導してください

②避難者受入開始



② 船橋市避難所運営アクションシートの使用方法

✔

避難所を開設・運営するためのアクショ
ンの内容となります。

アクションが完了しましたらチェックをい
れてください。

アクションが完了しましたら、同じ班名
のアクションシートをめくってください

船橋市避難所運営マニュアルに記載さ
れている避難所開設から運営のために
必要は班になります。

避難所を開設・運営をするためのアク
ションの順番になります。001から順に
めくってください。



③ 避難所運営委員会を目指しましょう

• 総合受付（入退所など各種手続き、苦情相談対応）

• 避難所運営日誌の作成、避難所運営委員会の事務局

• 名簿管理、利用者数の把握、安否確認等への対応
総務班

• 避難所内外の情報収集・伝達・発信・取材対応

• 市災害対策本部への連絡情報班

• 避難所のレイアウトの作成

• 施設・設備の点検・故障対応、防火・防犯対策
施設管理班

• 食料・物資の調達・受入・管理・配給・炊き出し対応
（避難所以外の被災者への対応も含む）食料・物資班

• 衛生管理（トイレ・ごみ・風呂・ペット）、健康管理（避難所以
外の被災者への対応も含む）保健・衛生班

• 高齢者、障害者、難病患者、妊産婦、乳幼児、外国人など
避難生活で特に配慮を要する人の支援や対策を行う要配慮者班

• ボランティアなどの人的支援の受け入れ、管理支援渉外班

• その他、必要に応じて班を編成するその他



船橋市避難所運営アクションシート（開設編）
施設管理者

市職員等

Ｖｅｒ．中央公民館

避難所の開設判断

ACT００１



一つでも該当していれば避難所として使用する
ことが危険なため使用不可。

※市災害対策本部へ連絡してください

施設の次の事項を確認して、避難所として使用できるか
確認しましょう

火災が発生している

建物が浸水している

建物全体が沈下している

ガスくさい（ガス漏れ）

ACT 001-1
施設管理者・市職員等



船橋市避難所運営アクションシート（開設編）
施設管理者

市職員等

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT００２
防災倉庫の開錠



□ 施設・倉庫のカギを開けます。

※施設管理者・市職員が開けます。

７階踊り場前
７階の踊り場を出てす
ぐ左にあります

６階講堂前から階
段で７階へ

防災倉庫に行き、開錠しましょうACT 002-1
施設管理者・市職員等



防災倉庫からストレージボックスを運び出しましょう

□ ストレージボックスを開け、中身の確認をします。

ACT 002-2
施設管理者・市職員等

ストレージボックス



ストレージボックスの中身
ACT 002-2

資料①



施設管理者

市職員等
船橋市避難所運営アクションシート（開設編）

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT００３
避難所の安全確認



避難所の安全を確認しましょう

施設の安全チェック！

□ 避難所の安全を確認します。

ストレージボックスから

「避難所施設状況チェクシート（様式２）」を取出
し、避難所施設の被害状況のチェックを行いま
す。

二人以上（施設管理者・市職員・避難者等）で危
険箇所に注意しながら目視による点検を行って
ください。

ACT 003-1
施設管理者・市職員等



□ 施設で使用する各場所のカギを開けます。

※施設管理者・市職員等が開けます。

□ 施設チェックの結果、施設に異常がなかった場合

避難所の各施設の入口の開錠をしましょうACT 003-2
施設管理者・市職員等



リーダー船橋市避難所運営アクションシート（開設編）

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT００４
避難所運営のための役割分担



リーダーを決めて避難所の開設を目指しましょうACT 004-1

避難所の開設準備が完了するまで 、入口に「開設準備中」という貼り紙をします。

リーダー

□ 避難所・開設運営の協力者を募

集します。

②施設管理班

①総務班

・ 避難所の入場管理場所・受付の準備

・ 避難者入場管理・受付

・ 避難所のレイアウトの作成

・ 防災倉庫から避難所の区割りに必

要な物資の運び出し

リーダー

開
設
準
備
中

開
設
準
備
中

開
設
準
備
中



総務班船橋市避難所運営アクションシート（開設編）

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT００５
避難者待機場所の整理



□ 避難者に１ｍの間隔をあけて並んで

待機するように伝えます。

□ 施設入口で避難者が待機する間に

一般者と体調不良者等に分かれて

待機できるよう案内表示 をします。

総務班は避難者待機場所の整理をしましょうACT 005-1

１ｍ

１ｍ
１ｍ

１ｍ

１ｍ

１ｍ

１ｍ

・強い息苦しさ（呼吸困難）がある場合
・強いだるさ（倦怠感）がある場合
・高熱（原則37.0度以上または平熱比

を1度超過）がある場合

※上記以外の方で発熱や咳など風邪
の症状が続く場合・濃厚接触者

総務班

一般者動線 体調不良者等動線避難者動線



リーダー船橋市避難所運営アクションシート（開設編）

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT００６
ゾーニングをした避難所レイアウト



リーダーは施設管理班と避難所のレイアウトを感染症拡大防止の
ための居住スペースの分離（ゾーニング）を意識して決めましょう

ACT 006-1

一般者用居住区
「３階、５階、６階」

体調不良者等用居住区
「４階各個室」

感染症予防のため一般者と体調不良者等
のトイレ・フロア・階段・エレベーターの分離
しましょう

避難所（場所）の決定

リーダー

□ 避難所のレイアウトを決定

施設管理者と相談し、避難所として利用可能な場
所を一般者と体調不良者等で居住スペースの分
離を意識して確認・決定します。

避難者入場管理場所
「１階入口前」

避難者を一般者と体調不良者等に
分離をする場所



１階入口前避難者入場管理場所で
避難者を体調不良者等と一般者に
分離します

体調不良者等は体調不良者等入場
管理場所から体調不良者専用のエ
レベーターで４階へ

一般者は一般者入場管理場所から
外階段を使用し２階から一般者専用
のエレベーターを使用し６階講堂へ

エレベータを使用する際は密を避け
るため人数を制限して乗車

体調不良者等
動線

体
調
不
良
者
等

専
用

一
般
者
専
用

一般者動線
×

入場管理場所から各受付、各居住区までの一般者と体調不良者
等の動線を決めましょうACT 006-2

リーダー



一般者の動線（外部階段から
２階エレベーター）

一般者の動線
ACT 006-2

資料②



リーダーは施設管理班と避難所のトイレの使用上の
ルールを考えましょう

ACT 006-3

一般者と体調不良者等のトイレ
を分けます

トイレを待つときも１ｍの間隔を
開けるように周知します

トイレを待つときはマスクを着
用して話をしないようにします

リーダー

トイレ、手洗い場等の前には、感染症対策として、
消毒液、ペーパータオル、ごみ箱等を可能な範
囲で設置する。



施設管理班船橋市避難所運営アクションシート（開設編）

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT００７
避難所開設・運営に必要な資機材



施設管理班は、避難所の居住区画の準備に必要な物
資を防災倉庫から運び出しましょう

ACT 007-1

■ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

■発電機・照明機

■けん引式車いす
補助装置

施設管理班

※コードを読み取りますと動画で組立方法を視聴できます



備蓄品（防災倉庫）
ACT 007-1

資料①



感染症対策のための備蓄品（防災倉庫）

マスク

手指消毒液

使い捨て手袋

フェイスガード

ウエットティッシュ

体温計

ビニールガウン

ACT 007-1

資料②

ペーパータオル

コットン



総務班船橋市避難所運営アクションシート（開設編）

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT００８
入場管理場所・受付の準備



□ 机（マスク・手指消毒液を置

くため）

□ 体調不良者等に分離するため

の案内表示

□ 非接触型体温計

□ マスク・フェイスシールド

□ 手指消毒液・使い捨て手袋

総務班入場管理者は避難者を一般者と体調不良者等
に振りわける入場管理場所の準備をしましょう

ACT 008-1
総務班

避難者入場管理場所
「公民館入口前」

一般者入場管理場所

体調不良者等入場管理場所

一般者入場管理場所

体調不良者等入場管理場所

避難者入場
管理場所



受付用の机や椅子、可能なら掲示用のホワイトボードなどを用意し、配置しましょう。

□ 受付用机

□ 受付用椅子

□ 鉛筆

□ 接触型体温計

□ 掲示用ボードなど

□ 入口前に避難所（一般者）

の貼り紙をする

□ 養生テープ

（受付で並ぶ際に密接にならない

よう１ｍの間隔の目印をつけます）

□ マスク・フェイスシールド

□ 手指消毒液・使い捨て手袋

□ ゴミ袋・新聞紙スリッパ

一般者受付「６階 講堂入口前」

飛沫防止シート

運営者は
マスク・
フェイス
シールド・
手袋を装
着しましょ
う

総務班は一般者受付の準備をしましょうACT 008-2
総務班



□ 受付用机

□ 飛沫防止シート

※各施設で平時に使用しているアクリル板等により代用

□ 受付用椅子

□ 受付近くに避難所（体調不良者等）

の貼り紙をしましょう

□ 鉛筆

□ 非接触型体温計

□ 手指消毒液

□ ごみ袋

□ 養生テープ

（密をさけるため１ｍの間隔の目印を

つけます）

□ マスク・フェイスシールド

ガウン・使い捨て手袋（運営者）

運営者はマス
ク・フェイスシー
ルド・ガウン・手
袋を装着しま
しょう

体調不良者等受付 「４階 避難所」

総務班は体調不良者等受付の準備をしましょうACT 008-3
総務班



□ 避難者受付票（様式５）

□ 居住区配置図

□ 避難者カード（様式６）

□ 要配慮者カード（様式７）

□ 健康管理チェックリスト

□ 避難者ペット登録台帳（様式３１）

□ 感染症対策を踏まえた避難所での

ルール

総務班は各受付に受付用紙の準備をしましょうACT 008-4
総務班

体調不良者等受付
「４階 体調不良者等避難所入口前」

一般者受付
「６階 講堂入口前」



施設管理班船橋市避難所運営アクションシート（開設編）

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT００９
各居住区画の決定



一般者用居住区の区割りのポイント

出入口は原則、開放し、窓を開け換気をします。

居住スペースは最低でも１区画２ｍ×２ｍを確保
し（養生テープ等で印をつける）区画がわかる
シートを置きましょう。通路は最低２ｍを確保。

2m×2m 2m×2m

2m×2m 2m×2m
2m

2m

2m

2m

施設管理班は感染症対策を踏まえた区割りをするため、一般者用
居住区の通路の位置を決め居住区と通路の区割りをしましょうACT 009-1

施設管理班

■ 紙管パーテーション

コードを読み取りますと動画で
組み立て方法を視聴できます



体調不良者等用居住区の区割りのポイント

トイレに並ぶ人が密にならないよう、養生テープ等で１ｍ間隔
に目印をつけましょう

１時間に２回など、可能な範囲で窓を開ける等して換気を行い
ましょう

居住スペースは最低でも１区画２ｍ×２ｍを確保し、区画がわ
かるシートを置く。通路は最低２ｍを確保しましょう。

ACT 009-2
施設管理班は感染症対策を踏まえた区割りをするため、体調不良
者等用居住区の通路の位置を決め居住区と通路の区割りをしま
しょう施設管理班



床はモップ等できれいにして使用しましょう

施設管理班は一般者が靴を脱ぐ場所の準備をしましょ
う

ACT 009-3
施設管理班



要配慮者班船橋市避難所運営アクションシート（開設編）

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT０１０
要配慮者受付場所の準備



要配慮者班は要配慮者受付と要配慮者控え場所の準
備をしましょう

ACT 010-1
要配慮者班

要配慮者受付場所の準備

□ 受付用机

□ 受付用椅子

□ 掲示用ボードなど

□ ペン・鉛筆

□ 要配慮者カード(様式7)

□ 健康管理チェックシート

受付用の机や椅子、可能なら掲示用の

ホワイトボードなどを用意し、配置する。

床に座れない人が多いため

要配慮者控え場所には

パイプイスを設置



要配慮者班は要配慮者を避難所内に誘導しますACT 010-2
要配慮者班

避難所内の誘導

□ 要配慮者控え場所へ案内

□ 要配慮者の聞き取り

□ 要配慮者カードの記入（様式７）

配慮が必要な方は要配慮者聞き取り者
が、要配慮者控え場所までご案内くださ
い。

要配慮者控え場所で行うこと
・担当者が要配慮者カード（様式７）を記入
・必要な支援の聞き取り
・要配慮者へ保健師到着までの居住場所の告知

避



保健・衛生班船橋市避難所運営アクションシート（開設編）

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT０１１
ペット受入場所の準備



保健・衛生班はペット同行避難者の受付等の準備をし
ましょう。

ACT 011-1

□ ペットの係留場所を検討します。

□ ペットの係留場所へ誘導します。

□ 避難所ペット登録台帳へ記入

（様式３１）

□ ペットの飼い主の皆さんへを掲示

（様式３２）

□ 外に係留する場合はできるだけ雨

風がしのげる場所に設置をします。

保健・衛生班



リーダー

避難者受入開始

船橋市避難所運営アクションシート（開設編）

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT０１２



リーダーは避難所開設を宣言し、避難者の受入れを開
始しましょう

ACT 012-1

□ これより、避難所を開設いたします。

□ 整列し、入場管理者に従い、１世帯
づつ受付に行っていただきます。

避難者動線

リーダー

一般者動線

一般者動線

避難者動線

体調不良者等動線



総務班船橋市避難所運営アクションシート（開設編）

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT０１３
避難者入場管理



□ 避難者に１ｍの間隔をあけて並んで

待機するように伝えます。

□ 施設入口で避難者が待機する間に

一般者と体調不良者等に分かれて

待機できるよう案内表示 をします。

総務班の入場管理者は避難者を一般者と体調不良者
等に振りわけをしましょう

ACT 013-1

１ｍ

１ｍ
１ｍ

１ｍ

１ｍ

１ｍ

１ｍ

・強い息苦しさ（呼吸困難）がある場合
・強いだるさ（倦怠感）がある場合
・高熱（原則37.0度以上または平熱比
を1度超過）がある場合

※上記以外の方で発熱や咳など風邪
の症状が続く場合・濃厚接触者

総務班

一般者動線 体調不良者等動線避難者動線

一般者入場管理場所

体調不良者等入場管理場所

避難者入場
管理場所



④一般者と体調不良者等に受付ま
でのルートの案内をします

①体調不良者等の症状に該当する
かアナウンスをして避難者を一般者
と体調不良者等に分離します

・強い息苦しさ（呼吸困難）がある場合
・強いだるさ（倦怠感）がある場合
・高熱（原則37.0度以上または平熱比を1度超過）がある場合

※上記以外の方で発熱や咳など風邪の症状が続く場合・濃
厚接触者

③一般者に手指消毒を促しマスクが
ない避難者にはマスクを渡します

②体調不良者等に手指消毒を促し
マスクがない避難者にはマスクを渡
します

③一般者を非接触型体温計で検温
します。（検温の結果３７度以上の場
合は体調不良者等の動線に案内を
します

総務班の入場管理者は一般者、体調不良者等の入場
管理をしましょう

ACT 013-2
総務班

一般者入場管理場所

体調不良者等入場管理場所

避難者入場
管理場所



⑤一般者を一般者専用のエレベー
タに誘導し、６階講堂の一般者受付
に行くように案内をしましょう

一般者動線
ACT 013

資料①



総務班船橋市避難所運営アクションシート（開設編）

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT０１４
避難者の受付



総務班受付担当者は一般者の受付を始めましょうACT 014-1

一般避難者動線

フ
ェ
イ
ス

シ
ー
ル
ド
・

マ
ス
ク

総務班

一般者受付

一般者受付「６階堂前」
①避難者を整列し受付場所に誘導

②体調不良者等に該当するか確認

・避難者受付票（様式５）に避難者氏名

（世帯主）・避難者数と居住区画の番号

を避難者が記入

③避難者カードを渡す（様式６）

・要配慮者か否かの聞き取ります

・健康管理チェックシートを渡す

・検温（希望者に）発熱がある場合４階へ

誘導します

・感染症対策を踏まえた避難所でのルー

ルを渡します

・居住区配置図を使い居住区画の案内

をします

④靴を脱ぐ場所を案内し手指消毒を促し

ます



総務班受付担当者は体調不良者等の受付を始めましょ
う

ACT 014-2

体調不良者動線

体調不良者線

体調不良者動線

パーテーション

フ
ェ
イ
ス

シ
ー
ル
ド
・

マ
ス
ク

総務班

体調不良者等受付 検温

体調不良者等受付「４階個室前」

①避難者受付票（様式５）に避難者氏名（世
帯主）・避難者数と居住区画の番号を運営者
が記入します

・要配慮者か否かの聞き取りをします

②健康管理チェックシートを渡します

・非接触型体温計で検温

・感染症対策を踏まえた避難所でのルールを

渡します

・居住区配置図を見せながら居住区画を案内

します。

③靴を脱ぐ案内をして手指消毒を促します

・避難者を居住区画へ誘導します。

・聞き取りして避難者カードを運営者が記

入します（様式６）



総務班船橋市避難所運営アクションシート（開設編）

Ｖｅｒ．中央公民館

ACT０１５
避難者の居住区画への誘導



総務班誘導者は一般者を居住区画へ誘導してくださいACT 015-1
総務班

居住区画 居住区画

一般者用居住区までの誘導「６階講堂」

⑤避難者を指定した居住区画（世帯単位）へ誘導します

５

パーテーションあり パーテーションなし 紙管パーテーション



総務班誘導者は体調不良者等を居住区画へ誘導してく
ださい

ACT 015-2
総務班

居住区画

居住区画

体調不良者等用居住区までの誘導「４階個室」

③避難者を居住区画へ誘導します。

・聞き取りして避難者カードを運営者が記入します（様式６）


